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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高圧流体が膨張室（62）で膨張して動力が発生する膨張機構（60）と、膨張室（62）の
流体流入側から分岐して該膨張室（62）の吸入／膨張過程位置に連通する連絡通路（72）
と、該連絡通路（72）に配置されて流体流量を調整する流通制御機構（73,75,76）とを備
えた容積型膨張機であって、
　上記膨張機構（60）には、膨張室（62）から連絡通路（72）側への流体の流出を防止す
る逆流防止機構（80）が設けられていることを特徴とする容積型膨張機。
【請求項２】
　請求項１に記載の容積型膨張機において、
　逆流防止機構（80）は、流通制御機構を兼ねていることを特徴とする容積型膨張機。
【請求項３】
　請求項１に記載の容積型膨張機において、
　逆流防止機構（80）は、連絡通路（72）における上記流通制御機構（73,75,76）よりも
膨張室（72）寄りに配置されていることを特徴とする容積型膨張機。
【請求項４】
　請求項３に記載の容積型膨張機において、
　逆流防止機構（80）が逆止弁により構成されていることを特徴とする容積型膨張機。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１に記載の容積型膨張機において、
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　流通制御機構（73,75,76）は、開度調整可能な電動弁（73）により構成されていること
を特徴とする容積型膨張機。
【請求項６】
　請求項１から４のいずれか１に記載の容積型膨張機において、
　流通制御機構（73,75,76）は、開閉可能な電磁開閉弁（75）により構成されていること
を特徴とする容積型膨張機。
【請求項７】
　請求項１から４のいずれか１に記載の容積型膨張機において、
　流通制御機構（73,75,76）は、膨張室（62）の膨張過程における流体の圧力と流体流出
側の圧力との差圧が所定値より大きくなると開口する差圧弁（76）により構成されている
ことを特徴とする容積型膨張機。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか１に記載の容積型膨張機において、
　膨張機構（60）が蒸気圧縮式冷凍サイクルの膨張行程を行うように構成されていること
を特徴とする容積型膨張機。
【請求項９】
　請求項１から７のいずれか１に記載の容積型膨張機において、
　膨張機構（60）は、高圧圧力が超臨界圧となる蒸気圧縮式冷凍サイクルの膨張行程を行
うように構成されていることを特徴とする容積型膨張機。
【請求項１０】
　請求項９に記載の容積型膨張機において、
　膨張機構（60）は、ＣＯ2を冷媒として用いた蒸気圧縮式冷凍サイクルの膨張行程を行
うように構成されていることを特徴とする容積型圧縮機。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか１に記載の容積型膨張機において、
　膨張機構（60）が回転式の膨張機構であり、
　流体の膨張により回転動力を回収するように構成されていることを特徴とする容積型膨
張機。
【請求項１２】
　ケーシング（31）内に、容積型膨張機（60）と、電動機（40）と、上記容積型膨張機（
60）及び電動機（40）により駆動されて流体を圧縮する圧縮機（50）とを備えた流体機械
であって、
　容積型膨張機（60）が、請求項１から１１のいずれか１に記載の容積型膨張機により構
成されていることを特徴とする流体機械。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高圧流体が膨張することにより動力を発生させる膨張機構を備えた容積型膨
張機と、この膨張機を備えた流体機械とに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、高圧流体の膨張により動力を発生させる膨張機として、例えばロータリ式膨
張機などの容積型膨張機が知られている（例えば特許文献１参照）。このような膨張機は
、蒸気圧縮式冷凍サイクルの膨張行程に用いられている。（例えば特許文献２参照）。
【０００３】
　上記膨張機は、シリンダと、このシリンダの内周面に沿って公転するピストンとを備え
、シリンダとピストンとの間に形成される膨張室が吸入／膨張側と排出側とに区画されて
いる。そして、ピストンの公転動作に伴って、膨張室は吸入／膨張側であった部分が排出
側に、排出側であった部分が吸入／膨張側に順に切り換わり、高圧流体の吸入／膨張作用
と排出作用とが同時に並行して行われる。以上のようにして、この膨張機は、流体の膨張
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によって発生する回転動力を回収し、この回転動力を例えば圧縮機の駆動源として利用す
るようにしている。
【０００４】
　なお、上記膨張機は、吸入流体と排出流体との密度比である膨張比が設計膨張比として
予め定められている。この設計膨張比は、膨張機が用いられる蒸気圧縮式冷凍サイクルの
高圧圧力と低圧圧力との圧力比に基づいて決定される。
【０００５】
　ところが、実際の運転では、冷却対象の温度や放熱（加熱）対象の温度が変化するため
、上記冷凍サイクルの圧力比が設計時に想定した値より小さいくなることがある。具体的
に、例えば蒸気圧縮式冷凍サイクルの低圧圧力が上昇してしまう場合、設計膨張比で膨張
された流体の圧力（以下、膨張圧力と称す）が上記低圧圧力よりも低くなってしまうこと
がある。この場合、膨張機では、流体を膨張し過ぎることとなり、いったんは上記膨張圧
力まで圧力低下した流体を上記低圧圧力まで昇圧してから排出することになる。よって、
この膨張機によって膨張し過ぎた分の仕事量、さらに昇圧された流体を排出するための余
分な動力を費やしてしまうこととなる。したがって、従来より、このような理由によって
生じる過膨張損失を低減できる膨張機が望まれていた。
【０００６】
  このような問題を解決するべく、本願出願人は、膨張室の流入側の流体（高圧流体）の
一部を膨張室の吸入／膨張過程位置にバイパスさせる膨張機を考案した。具体的に、この
膨張機は、膨張室への流体流入側から分岐して膨張室の吸入／膨張過程位置に連通する連
絡通路を備えている。また、連絡通路には、該連絡通路をバイパスさせる高圧流体の流量
を調整する流通制御機構として電動弁が設けられている。
【０００７】
　以上の構成の膨張機において、例えば上述のように冷凍サイクルの低圧圧力が膨張機の
膨張圧力より高い場合、電動弁を所定開度に開放し、高圧流体を連絡通路を介して膨張室
の吸入／膨張過程位置にバイパスさせるようにしている。そして、膨張機の膨張圧力を上
記低圧圧力に近づけるように昇圧することで、上述した過膨張損失を低減できるようにし
ている（特許文献３参照）。
【特許文献１】特開平８－３３８３５６号公報
【特許文献２】特開２００１－１１６３７１号公報
【特許文献３】特開２００４－１９７６４０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、上述のように過膨張損失を低減するようにした膨張機において、冷凍サイク
ルの低圧圧力と膨張機の膨張圧力とがほぼ等しい場合には、電動弁を全閉の状態とし、通
常の膨張運転を行うようにしている。ここで、電動弁を全閉の状態とした場合、連絡通路
における電動弁から膨張室までの間の空間が膨張室と連通する死容積となってしまい、そ
の結果、この膨張機の動力回収効率が低下してしまうという問題があった。
【０００９】
　このことについて、図１３及び図１４を参照しながら詳細に説明する。図１３は、上述
のような死容積が無い理想条件における膨張室の容積変化と圧力変化との関係を示すグラ
フである。なお、このグラフは、被膨張流体として臨界圧力よりも高圧のＣＯ2を冷媒と
して用いた場合を示したものである。
【００１０】
　まず、図１３のａ点からｂ点まで膨張室の容積が大きくなると、高圧流体が膨張室内に
供給される。次に、ｂ点を過ぎると、高圧流体の供給が停止すると同時に高圧流体の膨張
が開始される。膨張室内の高圧流体は、その圧力がｃ点まで急激に低下して飽和状態とな
る。その後、この流体は、その一部が蒸発して気液二相状態となり、その圧力がｄ点まで
緩やかに低下する。そして、ｄ点で膨張室のシリンダ容積が最大になった後、この膨張室
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が排出側に至ると、膨張室のシリンダ容積がｅ点まで縮小され、低圧流体が膨張室より排
出される。その後、ａ点に戻り、再び高圧流体が膨張室へ供給される。
【００１１】
　これに対し、連絡通路における電動弁から膨張室までの間の空間が死容積となる場合、
図１４に示すように、ｂ点から高圧流体の膨張が開始すると、高圧流体が上記死容積の分
だけ膨張することとなる。このため、ｂ点の流体がｄ点に至るまでの流体の圧力は、ｂ点
→ｃ’点→ｄ点のように低下し、上述の理想条件におけるｂ点→ｃ点→ｄ点のような圧力
低下の挙動より低い挙動で膨張する。よって、この膨張機における流体の膨張によって得
られる動力回収量、すなわちＳ１の面積は、理想条件の膨張機よりもＳ２の面積分だけ少
なくなってしまう。したがって、この膨張機の動力回収効率が低下してしまう。
【００１２】
　本発明は、このような問題点に鑑みて創案されたものであり、その目的は、連絡通路及
び流通制御機構を備えた容量型圧縮機において、連絡通路に形成される膨張室の死容積に
起因する動力回収効率の低下を抑制することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、膨張室を有する膨張機構に、該膨張室から連絡通路側への流体の流出を抑制
する逆流防止機構を設けるようにしたものである。
【００１４】
　具体的に、第１の発明は、高圧流体が膨張室（62）で膨張して動力が発生する膨張機構
（60）と、膨張室（62）の流体流入側から分岐して該膨張室（62）の吸入／膨張過程位置
に連通する連絡通路（72）と、該連絡通路（72）に配置されて流体流量を調整する流通制
御機構（73,75,76）とを備えた容積型膨張機を前提としている。そして、この容積型膨張
機は、上記膨張機構（60）に、膨張室（62）から連絡通路（72）側への流体の流出を防止
する逆流防止機構（80）が設けられていることを特徴とするものである。ここで、「逆流
防止機構」は、膨張室（62）から連絡通路（72）側への流体の流出を防止するものである
が、この流体の流れと逆方向、すなわち連絡通路（72）から膨張室（62）側への流体の流
入を許容するものでもある。
【００１５】
　上記第１の発明では、例えば膨張機構（60)で膨張されて膨張室（72）より排出される
直前の流体圧力（膨張圧力）が冷凍サイクルの低圧圧力がより小さい場合、流通制御機構
（73,75,76）を開の状態とすることができる。このように流通制御機構（73,75,76）を開
の状態とすると、流体流入側から分岐して連絡通路（72）を流れる高圧流体が、吸入／膨
張過程位置に導入される。その結果、膨張室（62）内の膨張圧力が昇圧される。よって、
膨張室（62）の膨張圧力と冷凍サイクルの低圧圧力との差が小さくなり、上述した過膨張
損失が低減される。
【００１６】
　一方、例えば膨張室（62）の膨張圧力と冷凍サイクルの低圧圧力とがほぼ等しい場合、
流通制御機構（73,75,76）を閉じた状態にできる。この場合には、流体流入側の高圧流体
は、連絡通路（72）に分岐されず、膨張室（62）の吸入側に直接導入される。そして、膨
張機構（60）は、通常運転による流体の膨張を行う。
【００１７】
　ここで、本発明では、膨張機構（60）に膨張室（62）から連絡通路（72）側への流体の
流出を防止する逆流防止機構（80）を設けている。よって、仮に流通制御機構（73,75,76
）が全閉となった状態でも、連絡通路（72）のうち該流通制御機構（73,75,76）から膨張
室（62）までの間の空間へ膨張室（62）内の流体が流れ込むことを防止できる。したがっ
て、連絡通路（72）内の空間の一部が膨張室（62）の死容積となることを抑えることがで
きる。
【００１８】
　第２の発明は、第１の発明の容積型膨張機において、逆流防止機構（80）が、流通制御
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機構を兼ねていることを特徴とするものである。
【００１９】
  上記第２の発明では、逆流防止機構（80）に流通制御機構の機能が具備される。すなわ
ち、逆流防止機構（80）が開の状態とすることで連絡通路（72）より膨張室（62）への高
圧流体の導入を行うことができる一方、逆流防止機構（80）を全閉の状態とすることで、
連絡通路（72）から膨張室（62）への高圧流体の導入を停止できると同時に膨張室（62）
から連絡通路（72）側への流体の流出を防止することができる。
【００２０】
  第３の発明は、第１の発明の容積型膨張機において、逆流防止機構（80）が、連絡通路
（72）における上記流通制御機構（73,75,76）よりも膨張室（72）寄りに配置されている
ことを特徴とするものである。ここで、連絡通路（72）に設けられる逆流防止機構（80）
は、膨張室（62）に近ければ近いほど好ましい。
【００２１】
　上記第３の発明では、第２の発明と異なり、逆流防止機構（80）と流通制御機構（73,7
5,76）とが別々に設けられる。ここで、逆流防止機構（80）は、連絡通路（72）における
流通制御機構（73,75,76）よりも膨張室（62）寄りに設けられるため、従来の膨張機では
、連絡通路（72）に形成される死容積が流通制御機構（73,75,76）から膨張室（72）まで
の空間となるのに対し、本発明の膨張機では、上記死容積が逆流防止機構（80）から膨張
室（62）までの空間となる。このため、連絡通路（62）に形成される死容積を従来の膨張
機よりも小さくすることができる。
【００２２】
　第４の発明は、第３の発明の容積型膨張機において、逆流防止機構（80）が逆止弁によ
り構成されていることを特徴とするものである。
【００２３】
　上記第４の発明では、逆流防止機構（80）として逆止弁が構成される。そして、この逆
止弁によって、膨張室（72）から連絡通路（62）側への流体の流出が防止される。
【００２４】
　第５の発明は、第１から第４のいずれか１の発明の容積型膨張機において、流通制御機
構（73,75,76）が、開度調整可能な電動弁（73）により構成されていることを特徴とする
ものである。
【００２５】
　上記第５の発明では、電動弁（73）の開度が調整されることで、連絡通路（72）を介し
て膨張室（62）へバイパスされる高圧流体の流量が所定流量に調整される。ここで、電動
弁（73）が全閉された状態では、逆流防止機構（80）によって膨張室（62）から連絡通路
（62）側への流体の流出が阻止される。したがって、連絡通路（72）において、上記電動
弁（73）から膨張室（62）までの間の空間が死容積となってしまうことが回避できる。
【００２６】
　第６の発明は、第１から第４のいずれか１の発明の容積型膨張機において、流通制御機
構（73,75,76）が、開閉可能な電磁開閉弁（75）により構成されていることを特徴とする
ものである。
【００２７】
　上記第６の発明では、電磁開閉弁（75）の開閉するタイミングが制御されることで、連
絡通路（72）を介して膨張室（62）へバイパスされる高圧流体の流量が所定流量に調整さ
れる。ここで、電磁開閉弁（75）が全閉された状態では、逆流防止機構（80）によって膨
張室（62）から連絡通路（62）側への流体の流出が阻止される。したがって、連絡通路（
72）において、上記電磁開閉弁（75）から膨張室（62）までの間の空間が死容積となって
しまうことが回避される。
【００２８】
　第７の発明は、第１から第４のいずれか１の発明の容積型膨張機において、流通制御機
構（73,75,76）は、膨張室（62）の膨張過程における流体の圧力と流体流出側の圧力との
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差圧が所定値より大きくなると開口する差圧弁（76）により構成されていることを特徴と
するものである。
【００２９】
　上記第７の発明では、膨張室（62）の膨張過程における流体の圧力と流体流出側の圧力
との差圧を検知し、この差圧が所定値より大きくなると差圧弁（76）が開口する。その結
果、連絡配管（72）を介して高圧流体が膨張室（62）に導入される。よって、上記膨張過
程における流体の圧力を流体流出側の圧力まで近似させることができる。よって、この膨
張機構（60）における過膨張損失を低減できる。
【００３０】
　一方、膨張室（62）の膨張過程における流体の圧力と流体流出側の圧力との差圧が所定
値より小さい場合には、差圧弁（76）が遮断される。その結果、連絡通路（72）を介して
行われる膨張室（62）への高圧流体の供給が停止する。ここで、差圧弁（76）が全閉され
た状態では、逆流防止機構（80）によって膨張室（62）から連絡通路（62）側への流体の
流出が阻止される。したがって、連絡通路（72）において、上記差圧弁（76）から膨張室
（62）までの間の空間が死容積となってしまうことが回避される。
【００３１】
　第８の発明は、第１から第７のいずれか１の発明の容積型膨張機において、膨張機構（
60）が蒸気圧縮式冷凍サイクルの膨張行程を行うように構成されていることを特徴とする
ものである。
【００３２】
　上記第８の発明では、蒸気圧縮式冷凍サイクルの膨張行程を行う容積型膨張機において
、膨張室（62）から連絡通路（72）側への流体の流出が、逆流防止機構（80）によって防
止される。
【００３３】
　第９の発明は、第１から第７のいずれか１の発明の容積型膨張機において、膨張機構（
60）は、高圧圧力が超臨界圧となる蒸気圧縮式冷凍サイクルの膨張行程を行うように構成
されていることを特徴とするものである。
【００３４】
　上記第９の発明では、高圧圧力が臨界圧力より大きくなる、いわゆる超臨界サイクルの
膨張行程を行う容積型膨張機において、膨張室（62）から連絡通路（72）側への流体の流
出が、逆流防止機構（80）によって防止される。
【００３５】
　第１０の発明は、第９の発明の容積型膨張機において、膨張機構（60）が、ＣＯ2冷媒
を用いた蒸気圧縮式冷凍サイクルの膨張行程を行うように構成されていることを特徴とす
るものである。
【００３６】
　上記第１０の発明では、ＣＯ2を冷媒として用いて超臨界サイクルの膨張行程を行う容
積型膨張機において、膨張室（62）から連絡通路（72）側への流体の流出が、逆流防止機
構（80）によって防止される。
【００３７】
　第１１の発明は、第１から第１０のいずれか１の発明の容積型膨張機において、膨張機
構（60）が回転式の膨張機構であり、流体の膨張により回転動力を回収するように構成さ
れていることを特徴とするものである。ここで、「回転式の膨張機構」は、スイング式、
ロータリー式、スクロール式などの流体機械で構成された膨張機構を意味するものである
。
【００３８】
　上記第１１の発明では、回転式の膨張機構を有する容積型膨張機において、膨張室（62
）から連絡通路（72）側への流体の流出が、逆流防止機構（80）によって防止される。
【００３９】
  第１２の発明は、ケーシング（31）内に、容積型膨張機（60）と、電動機（40）と、上
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記容積型膨張機（60）及び電動機（40）により駆動されて流体を圧縮する圧縮機（50）と
を備えた流体機械を前提としている。そして、この流体機械は、容積型膨張機（60）が、
第１から第１１のいずれか１の発明の容積型膨張機により構成されていることを特徴とす
るものである。
【００４０】
　上記第１２の発明では、第１から第１１の発明の容積型膨張機（60）の回転動力及び電
動機（40）の回転動力が圧縮機（50）に伝達されて、圧縮機（50）が駆動される。
【発明の効果】
【００４１】
　上記第１の発明によれば、流通制御機構（73,75,76）が全閉の状態なり、膨張機で通常
運転が行われる際、膨張室（62）から連絡通路（72）側への流体の流出を逆流防止機構（
80）によって防止するようにしている。よって、連絡通路（72）の一部が膨張室（72）の
死容積となってしまうことを抑制できる。このため、例えば図１４に示すように、膨張過
程における流体圧力がｂ→ｃ’→ｄのように低下してしまい、その結果、この膨張機で得
られる回収動力がＳ１の面積まで低減してしまうことを抑制できる。したがって、この膨
張機によって図１３に示すような理想状態に近い流体の膨張を行うことができ、この膨張
機で得られる動力回収効率を向上させることができる。
【００４２】
　上記第２の発明によれば、逆流防止機構（80）に流通制御機構の機能を具備させるよう
にしている。よって、逆流防止機構（80）によって、連絡通路（72）から膨張室（72）の
吸入／膨張過程位置へのバイパス流量を調整できるとともに、膨張室（72）から連絡通路
（72）側への流体の流出を防止することができる。したがって、この膨張機の部品点数を
減らすことができる。
【００４３】
  上記第３の発明によれば、連絡通路（72）における流通制御機構（73,75,76）よりも膨
張室（62）寄りに逆流防止機構（80）を配置することで、連絡通路（72）の死容積を確実
に縮小できるようにしている。また、逆流防止機構（80）を流通制御機構（73,75,76）よ
りも膨張室（62）寄りに配置することで、上記流通制御機構（73,75,76）を連絡配管（72
）の如何なる位置に配置しても、連絡通路（72）の死容積が大きくなることはない。した
がって、例えば連絡通路（72）が膨張機構（60）の内部に形成されて膨張室（62）と連通
している場合において、膨張機構（60）の外部に位置する連絡配管（72）の部位に上記流
通制御機構（73,75,76）を配置することもできる。このようにすると、比較的複雑な構造
となりやすい流通制御機構（73,75,76）の交換やメンテナンスを容易に行うことができる
。
【００４４】
　上記第４の発明によれば、逆流防止機構（80）として逆止弁を用いるようにしている。
よって、簡素な構造によって膨張室（62）から連絡通路（72）側への流体の流出を抑制で
きるとともに、連絡通路（72）の一部が膨張室（62）の死容積となってしまうことを効果
的に抑制できる。
【００４５】
　上記第５の発明によれば、流通制御機構（73,75,76）を電動弁（73）で構成することで
、連絡通路（72）における高圧流体のバイパス量を容易に調整できるようにしている。よ
って、この膨張機が冷凍サイクルの膨張行程に用いられる場合、冷凍サイクルの低圧圧力
が膨張室（62）の膨張圧力よりも低くなる際、所定流量の高圧流体を連絡通路（72）より
膨張室（62）に導入し、上記膨張圧力を冷凍サイクルの低圧圧力に近似させることができ
る。したがって、この膨張機の動力回収効率を一層向上させることができる。
【００４６】
　上記第６の発明によれば、流通制御機構（73,75,76）を電磁開閉弁（75）で構成し、該
電磁開閉弁（75）の開閉のタイミングを変えることで、高圧流体のバイパス量を容易に調
整できるようにしている。よって、流通制御機構を比較的単純な構造で構成することがで
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きるとともに、第５の発明と同様の作用効果を得ることができる。
【００４７】
　上記第７の発明によれば、膨張室（62）の膨張過程における流体の圧力と流体流出側の
圧力との差圧が所定値より大きくなる場合に、差圧弁（76）を開口させることで、高圧流
体を連絡通路（72）より膨張室（62）へ導入できるようにしている。そして、上記膨張過
程における流体の圧力と流体流出側の圧力とを近似できるようにしている。よって、例え
ばこの膨張機が冷凍サイクルの膨張行程に用いられる場合、膨張室（62）の膨張圧力と冷
凍サイクルの低圧圧力とをほぼ同圧とさせることができる。したがって、この膨張機の過
膨張損失を確実に低減でき、動力回収効率の向上を図ることができる。
【００４８】
　上記第８の発明によれば、本発明の膨張機を蒸気圧縮式冷凍サイクルの膨張行程に利用
するようにしている。したがって、上記圧縮式冷凍サイクルにおける膨張機の過膨張損失
を効果的に低減できる。また、連絡配管（80）における死容積を逆流防止機構（80）によ
って確実に小さくすることができ、上記圧縮式冷凍サイクルの膨張行程で得られる動力を
効果的に回収することができる。
【００４９】
　上記第９の発明によれば、本発明の膨張機を超臨界サイクルの膨張行程に利用するよう
にしている。ところで、超臨界サイクルの膨張行程では、膨張機へ流入する冷媒の圧力が
比較的高いため、膨張室（72）の死容積に起因して動力回収量が低下しやすくなる。一方
、本発明では、このような膨張室（72）の死容積を極力減らすようにしているため、この
膨張機の動力回収効率を効果的に向上させることができる。
【００５０】
　上記第１０の発明によれば、本発明の膨張機をＣＯ2冷媒を用いた超臨界サイクルの膨
張行程に利用するようにしている。したがって、第９の発明で上述した作用効果を得るこ
とができる。
【００５１】
　上記第１１の発明によれば、本発明の膨張機を、スイング式、ロータリー式、スクロー
ル式などに代表される回転式の膨張機に適用している。よって、この回転式の膨張機によ
る流体の膨張によって得られる回転動力の回収効率の向上を図ることができる。
【００５２】
　上記第１２の発明によれば、本発明の容積型膨張機（60）を、圧縮機（50）、電動機（
40）を備えた流体機械に適用している。よって、容積型膨張機（60）の動力回収効率を向
上させることで、電動機（40）が担う上記圧縮機（50）の動力を低減しながらこの圧縮機
（50）を効率的に駆動することができる。また、この流体機械の容積型膨張機（60）を蒸
気圧縮式冷凍サイクルの膨張行程に利用する一方、この流体機械の圧縮機（50）を圧縮行
程に利用することで、省エネルギー性に優れた冷凍サイクルを行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５３】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００５４】
　《発明の実施形態１》
　実施形態１は、本発明の流体機械を用いて空調機（10）を構成したものである。
【００５５】
　　《空調機の全体構成》
　図１に示すように、上記空調機（10）は、いわゆるセパレート型のものであって、屋外
に設置される室外機（11）と、屋内に設置される室内機（13）とを備えている。室外機（
11）には、室外ファン（12）、室外熱交換器（23）、第１四路切換弁（21）、第２四路切
換弁（22）、及び圧縮・膨張ユニット（30）が収納されている。一方、室内機（13）には
、室内ファン（14）及び室内熱交換器（24）が収納されている。そして、上記室外機（11
）と上記室内機（13）とは、一対の連絡通路（15,16）で接続されている。
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【００５６】
　上記空調機（10）には、冷媒回路（20）が設けられている。この冷媒回路（20）は、圧
縮・膨張ユニット（30）や室内熱交換器（24）などが接続された閉回路である。また、こ
の冷媒回路（20）には、冷媒として二酸化炭素（ＣＯ2）が充填されている。
【００５７】
　上記室外熱交換器（23）と室内熱交換器（24）とは、何れもクロスフィン型のフィン・
アンド・チューブ熱交換器で構成されている。室外熱交換器（23）では、冷媒回路（20）
を循環する冷媒が室外空気と熱交換する。室内熱交換器（24）では、冷媒回路（20）を循
環する冷媒が室内空気と熱交換する。
【００５８】
　上記第１四路切換弁（21）は、４つのポートを備えている。この第１四路切換弁（21）
は、第１のポートが圧縮・膨張ユニット（30）の吐出ポート（35）と配管接続され、第２
のポートが連絡通路（15）を介して室内熱交換器（24）の一端と配管接続され、第３のポ
ートが室外熱交換器（23）の一端と配管接続され、第４のポートが圧縮・膨張ユニット（
30）の吸入ポート（34）と配管接続されている。そして、第１四路切換弁（21）は、第１
のポートと第２のポートとが連通し且つ第３のポートと第４のポートとが連通する状態（
図１に実線で示す状態）と、第１のポートと第３のポートとが連通し且つ第２のポートと
第４のポートとが連通する状態（図１に破線で示す状態）とに切換可能に構成されている
。
【００５９】
　上記第２四路切換弁（22）は、４つのポートを備えている。この第２四路切換弁（22）
は、第１のポートが圧縮・膨張ユニット（30）の流出ポート（37）と配管接続され、第２
のポートが室外熱交換器（23）の他端と配管接続され、第３のポートが連絡通路（16）を
介して室内熱交換器（24）の他端と配管接続され、第４のポートが圧縮・膨張ユニット（
30）の流入ポート（36）と配管接続されている。そして、第２四路切換弁（22）は、第１
のポートと第２のポートとが連通し且つ第３のポートと第４のポートとが連通する状態（
図１に実線で示す状態）と、第１のポートと第３のポートとが連通し且つ第２のポートと
第４のポートとが連通する状態（図１に破線で示す状態）とに切換可能に構成されている
。
【００６０】
　　《圧縮・膨張ユニットの構成》
　図２に示すように、圧縮・膨張ユニット（30）は、本発明の流体機械を構成している。
この圧縮・膨張ユニット（30）は、横長で円筒形の密閉容器であるケーシング（31）の内
部に、圧縮機構（50）、膨張機構（60）、及び電動機（40）を収納している。また、この
ケーシング（31）内では、図２における左から右に向かって、圧縮機構（50）、電動機（
40）、膨張機構（60）の順で配置されている。なお、図２を参照しながらの以下の説明で
用いる「左」「右」は、それぞれ図２における「左」「右」を意味する。
【００６１】
　上記電動機（40）は、ケーシング（31）の長手方向の中央部に配置されている。この電
動機（40）は、ステータ（41）とロータ（42）とにより構成されている。ステータ（41）
は、上記ケーシング（31）に固定されている。ロータ（42）は、ステータ（41）の内側に
配置されている。また、ロータ（42）には、該ロータ（42）と同軸にシャフト（45）の主
軸部（48）が貫通している。
【００６２】
　上記シャフト（45）は、その右端側に大径偏心部（46）が形成され、その左端側に小径
偏心部（47）が形成されている。大径偏心部（46）は、主軸部（48）よりも大径に形成さ
れ、主軸部（48）の軸心から所定量だけ偏心している。一方、小径偏心部（47）は、主軸
部（48）よりも小径に形成され、主軸部（48）の軸心から所定量だけ偏心している。そし
て、このシャフト（45）は、回転軸を構成している。
【００６３】
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　上記シャフト（45）には、図示しないが、油ポンプが連結されている。また、上記ケー
シング（31）の底部には、潤滑油が貯留されている。この潤滑油は、油ポンプによって汲
み上げられ、圧縮機構（50）や膨張機構（60）へ供給されて潤滑に利用される。
【００６４】
　上記圧縮機構（50）は、いわゆるスクロール圧縮機を構成している。この圧縮機構（50
）は、固定スクロール（51）と、可動スクロール（54）と、フレーム（57）とを備えてい
る。また、圧縮機構（50）には、上述の吸入ポート（34）と吐出ポート（35）とが設けら
れている。
【００６５】
　上記固定スクロール（51）では、鏡板（52）に渦巻き状の固定側ラップ（53）が突設さ
れている。この固定スクロール（51）の鏡板（52）は、ケーシング（31）に固定されてい
る。一方、上記可動スクロール（54）では、板状の鏡板（55）に渦巻き状の可動側ラップ
（56）が突設されている。固定スクロール（51）と可動スクロール（54）とは、互いに対
向する姿勢で配置されている。そして、固定側ラップ（53）と可動側ラップ（56）が噛み
合うことにより、圧縮室（59）が区画される。
【００６６】
　上記吸入ポート（34）は、その一端が固定側ラップ（53）及び可動側ラップ（56）の外
周側に接続されている。一方、上記吐出ポート（35）は、固定スクロール（51）の鏡板（
52）の中央部に接続され、その一端が圧縮室（59）に開口している。
【００６７】
　上記可動スクロール（54）の鏡板（55）は、その右側面の中央部に突出部分が形成され
ており、この突出部分にシャフト（45）の小径偏心部（47）が挿入されている。また、上
記可動スクロール（54）は、オルダムリング（58）を介してフレーム（57）に支持されて
いる。このオルダムリング（58）は、可動スクロール（54）の自転を規制するためのもの
である。そして、可動スクロール（54）は、自転することなく、所定の旋回半径で公転す
る。この可動スクロール（54）の旋回半径は、小径偏心部（47）の偏心量と同じである。
【００６８】
　上記膨張機構（60）は、いわゆる揺動ピストン型の膨張機構であって、本発明の容積型
膨張機を構成している。この膨張機構（60）は、シリンダ（61）と、フロントヘッド（63
）と、リアヘッド（64）と、ピストン（65）とを備えている。また、膨張機構（60）には
、上述の流入ポート（36）と流出ポート（37）とが設けられている。
【００６９】
　上記シリンダ（61）は、その左側端面がフロントヘッド（63）により閉塞され、その右
側端面がリアヘッド（64）により閉塞されている。つまり、フロントヘッド（63）とリア
ヘッド（64）は、それぞれが閉塞部材を構成している。
【００７０】
　上記ピストン（65）は、両端がフロントヘッド（63）とリアヘッド（64）で閉塞された
シリンダ（61）の内部に収納されている。そして、図４に示すように、シリンダ（61）内
に膨張室（62）が形成されるとともに、ピストン（65）の外周面がシリンダ（61）の内周
面に実質的に摺接するようになっている。
【００７１】
　図４(Ａ)に示すように、上記ピストン（65）は、円環状あるいは円筒状に形成されてい
る。ピストン（65）の内径は、大径偏心部（46）の外径と概ね等しくなっている。そして
、シャフト（45）の大径偏心部（46）がピストン（65）を貫通するように設けられ、ピス
トン（65）の内周面と大径偏心部（46）の外周面とがほぼ全面に亘って摺接する。
【００７２】
　また、上記ピストン（65）には、ブレード（66）が一体に設けられている。このブレー
ド（66）は、板状に形成されており、ピストン（65）の外周面から外側へ突出している。
シリンダ（61）の内周面とピストン（65）の外周面に挟まれた膨張室（62）は、このブレ
ード（66）によって高圧側（吸入／膨張側）と低圧側（排出側）とに仕切られる。
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【００７３】
　上記シリンダ（61）には、一対のブッシュ（67）が設けられている。各ブッシュ（67）
は、それぞれが半月状に形成されている。このブッシュ（67）は、ブレード（66）を挟み
込んだ状態で設置され、ブレード（66）と摺動する。また、ブッシュ（67）は、ブレード
（66）を挟んだ状態でシリンダ（61）に対して回動自在となっている。
【００７４】
　図４に示すように、上記流入ポート（36）は、フロントヘッド（63）に形成されており
、導入通路を構成している。流入ポート（36）の終端は、フロントヘッド（63）の内側面
において、流入ポート（36）が直接に膨張室（62）と連通することのない位置に開口して
いる。具体的に、流入ポート（36）の終端は、フロントヘッド（63）の内側面のうち大径
偏心部（46）の端面と摺接する部分において、図４(Ａ)における主軸部（48）の軸心のや
や左上の位置に開口している。
【００７５】
　フロントヘッド（63）には、溝状通路（69）も形成されている。図４(Ｂ)に示すように
、この溝状通路（69）は、フロントヘッド（63）をその内側面側から掘り下げることによ
り、フロントヘッド（63）の内側面に開口する凹溝状に形成されている。
【００７６】
　フロントヘッド（63）の内側面における溝状通路（69）の開口部分は、図４(Ａ)におい
て上下に細長い長方形状となっている。溝状通路（69）は、同図(Ａ)における主軸部（48
）の軸心よりも左側に位置している。また、この溝状通路（69）は、同図(Ａ)における上
端がシリンダ（61）の内周面よりも僅かに内側に位置すると共に、同図(Ａ)における下端
がフロントヘッド（63）の内側面のうち大径偏心部（46）の端面と摺接する部分に位置し
ている。そして、この溝状通路（69）は、膨張室（62）と連通可能になっている。
【００７７】
　シャフト（45）の大径偏心部（46）には、連通路（70）が形成されている。図４(Ｂ)に
示すように、この連通路（70）は、大径偏心部（46）をその端面側から掘り下げることに
より、フロントヘッド（63）に向き合った大径偏心部（46）の端面に開口する凹溝状に形
成されている。
【００７８】
　また、図４(Ａ)に示すように、連通路（70）は、大径偏心部（46）の外周に沿って延び
る円弧状に形成されている。更に、連通路（70）におけるその周長方向の中央は、主軸部
（48）の軸心と大径偏心部（46）の軸心を結んだ線上であって、大径偏心部（46）の軸心
に対して主軸部（48）の軸心とは反対側に位置している。そして、シャフト（45）が回転
すると、それに伴って大径偏心部（46）の連通路（70）も移動し、この連通路（70）を介
して流入ポート（36）と溝状通路（69）が間欠的に連通する。
【００７９】
　図４(Ａ)に示すように、上記流出ポート（37）は、シリンダ（61）に形成されている。
この流出ポート（37）の始端は、膨張室（62）に臨むシリンダ（61）の内周面に開口して
いる。また、流出ポート（37）の始端は、同図(Ａ)におけるブレード（66）の右側近傍に
開口している。
【００８０】
　さらに、上記膨張機構（60）には、膨張室（62）の流体流入側である流入ポート（36）
から分岐して該膨張室（62）の吸入／膨張過程位置に連通する連絡通路として、連絡管（
72）が設けられている。この連絡管（72）には、該連絡管（72）を流れる冷媒の流通／停
止の切り換えや流量調整を行う流通制御機構（73）と、膨張室（62）から連絡管（72）側
への流体の流出を防止する逆流防止機構（80）とが設けられている。
【００８１】
　上記連絡管（72）は、図４(Ａ)におけるブレード（66）の左側近傍に接続されている。
具体的には、上記連絡管（72）は、シャフト（45）の回転中心を基準としてブッシュ（67
）の回動中心のある位置を０°とすると、図４（Ａ）において反時計回り方向へ約２０°
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～３０°の位置において、シリンダ（61）内に一部が貫通して接続されている。
【００８２】
　上記流通制御機構（73）は、上記連絡管（72）のうちシリンダ（61）の外部に位置する
部位に設けられている。この流通制御機構（73）は、開度調整可能な電動弁（インジェク
ション弁）により構成されている。そして、電動弁（73）は、その開度を調整することに
より、上記連絡管（72）を流れる冷媒の流量を調整可能に構成されている。
【００８３】
　上記逆流防止機構は、逆止弁（80）で構成されている。この逆止弁（80）は、連絡管（
72）のうちシリンダ（61）の内部に位置する部位に設けられている。そして、逆止弁（80
）は、電動弁（73）よりも膨張室（62）側で、且つ該膨張室（62）の近傍に配置されてい
る。
【００８４】
　より具体的に、逆止弁（80）は、図１２に示すように、支持台（81）、コイルバネ（82
）、弁体（83）、及び弁座（84）とで構成されている。支持台（81）は、連絡管（72）の
内壁に固定支持されている。この支持台（81）には、複数の流通孔（85）が形成されてい
る。コイルバネ（82）は、その一端が上記支持台（81）における膨張室（62）と反対側の
面に支持されている一方、その他端に上記弁体（83）が支持されている。弁体（83）は、
略半球状ないし、台形円柱状に形成されたボール型の弁体で構成されている。弁座（84）
は、弁体（83）の先端部近傍に位置するよう連絡管（72）に固定支持されている。この弁
座（84）には、上記コイルバネ（82）によって付勢される弁体（83）が当接可能となって
いる。以上の構成により、逆止弁（80）は、連絡管（72）から膨張室（62）側への流体の
流れを許容する一方、膨張室（62）から連絡管（72）側への流体の流れを禁止するように
構成されている。
【００８５】
　図４に示すように、本実施形態１の空調機（10）には、一般に冷媒回路（20）に設けら
れる高圧圧力センサ（74a）及び低圧圧力センサ（74b）に加えて、膨張室（62）の圧力を
検出する過膨張圧力センサ（74c）が設けられている。また、この空調機（10）の制御手
段（74）は、これらのセンサ（74a,74b,74c）により検出される圧力に基づいて、上記電
動弁（73）を制御できるようになっている。
【００８６】
　　　－運転動作－
　上記空調機（10）の動作について説明する。ここでは、空調機（10）の冷房運転時及び
暖房運転時の動作について説明し、続いて膨張機構（60）の動作について説明する。
【００８７】
　　《冷房運転》
　冷房運転時には、第１四路切換弁（21）及び第２四路切換弁（22）が図１に破線で示す
状態に切り換えられる。この状態で圧縮・膨張ユニット（30）の電動機（40）に通電する
と、冷媒回路（20）でＣＯ2冷媒が循環して蒸気圧縮式の冷凍サイクル（超臨界サイクル
）が行われる。
【００８８】
　圧縮機構（50）で圧縮された冷媒は、吐出ポート（35）を通って圧縮・膨張ユニット（
30）から吐出される。この状態で、冷媒の圧力は、その臨界圧力よりも高くなっている。
この吐出冷媒は、第１四路切換弁（21）を通って室外熱交換器（23）へ送られる。室外熱
交換器（23）では、流入した冷媒が室外ファン（12）により送られる室外空気と熱交換す
る。この熱交換により、冷媒が室外空気に対して放熱する。
【００８９】
　室外熱交換器（23）で放熱した冷媒は、第２四路切換弁（22）を通過し、流入ポート（
36）を通って圧縮・膨張ユニット（30）の膨張機構（60）へ流入する。膨張機構（60）で
は、高圧冷媒が膨張し、その内部エネルギがシャフト（45）の回転動力に変換される。膨
張後の低圧冷媒は、流出ポート（37）を通って圧縮・膨張ユニット（30）から流出し、第
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２四路切換弁（22）を通過して室内熱交換器（24）へ送られる。
【００９０】
　室内熱交換器（24）では、流入した冷媒が室内ファン（14）により送られる室内空気と
熱交換する。この熱交換により、冷媒が室内空気から吸熱して蒸発し、室内空気が冷却さ
れる。室内熱交換器（24）から出た低圧ガス冷媒は、第１四路切換弁（21）を通過し、吸
入ポート（34）を通って圧縮・膨張ユニット（30）の圧縮機構（50）へ吸入される。圧縮
機構（50）は、吸入した冷媒を圧縮して吐出する。
【００９１】
　　《暖房運転》
　暖房運転時には、第１四路切換弁（21）及び第２四路切換弁（22）が図１に実線で示す
状態に切り換えられる。この状態で圧縮・膨張ユニット（30）の電動機（40）に通電する
と、冷媒回路（20）でＣＯ2冷媒が循環して蒸気圧縮式の冷凍サイクル（超臨界サイクル
）が行われる。
【００９２】
　圧縮機構（50）で圧縮された冷媒は、吐出ポート（35）を通って圧縮・膨張ユニット（
30）から吐出される。この状態で、冷媒の圧力は、その臨界圧力よりも高くなっている。
この吐出冷媒は、第１四路切換弁（21）を通過して室内熱交換器（24）へ送られる。室内
熱交換器（24）では、流入した冷媒が室内空気と熱交換する。この熱交換により、冷媒が
室内空気へ放熱し、室内空気が加熱される。
【００９３】
　室内熱交換器（24）で放熱した冷媒は、第２四路切換弁（22）を通過し、流入ポート（
36）を通って圧縮・膨張ユニット（30）の膨張機構（60）へ流入する。膨張機構（60）で
は、高圧冷媒が膨張し、その内部エネルギがシャフト（45）の回転動力に変換される。膨
張後の低圧冷媒は、流出ポート（37）を通って圧縮・膨張ユニット（30）から流出し、第
２四路切換弁（22）を通過して室外熱交換器（23）へ送られる。
【００９４】
　室外熱交換器（23）では、流入した冷媒が室外空気と熱交換を行い、冷媒が室外空気か
ら吸熱して蒸発する。室外熱交換器（23）から出た低圧ガス冷媒は、第１四路切換弁（21
）を通過し、吸入ポート（34）を通って圧縮・膨張ユニット（30）の圧縮機構（50）へ吸
入される。圧縮機構（50）は、吸入した冷媒を圧縮して吐出する。
【００９５】
　　《膨張機構の動作》
　次に、膨張機構（60）の動作について、図３～図１１を参照しながら説明する。なお、
図３は、大径偏心部（46）の中心軸に対して垂直な膨張機構（60）の断面をシャフト（45
）の回転角度４５°毎に示したものである。また、図４～図１１の各図において、(Ａ)は
図３における回転角度毎に膨張機構（60）の断面を拡大図示したものであり、(Ｂ)は大径
偏心部（46）の中心軸に沿った膨張機構（60）の断面を模式的に示したものである。なお
、図４～図１１の各図において、(Ｂ)では主軸部（48）の断面の図示を省略している。
【００９６】
　膨張室（62）へ高圧冷媒を導入すると、シャフト（45）が図３～図１１の各図における
反時計方向へ回転する。
【００９７】
　シャフト（45）の回転角度が０°の時点では、図３，図４に示すように、流入ポート（
36）の終端が大径偏心部（46）の端面で覆われる。つまり、流入ポート（36）は、大径偏
心部（46）によって塞がれた状態となる。一方、大径偏心部（46）の連通路（70）は、溝
状通路（69）のみに連通する状態となる。この溝状通路（69）は、ピストン（65）と大径
偏心部（46）の端面によって覆われており、膨張室（62）に連通しない状態となっている
。また、膨張室（62）は、流出ポート（37）に連通することにより、その全体が低圧側と
なっている。この時点において、膨張室（62）は流入ポート（36）から遮断された状態と
なっており、高圧冷媒は膨張室（62）へ流入しない。
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【００９８】
　シャフト（45）の回転角度が４５°の時点では、図３，図５に示すように、流入ポート
（36）が大径偏心部（46）の連通路（70）に連通した状態となる。この連通路（70）は、
溝状通路（69）にも連通している。溝状通路（69）は、図３や図５(Ａ)における上端部分
がピストン（65）の端面から外れた状態となり、膨張室（62）の高圧側と連通する。この
時点において、膨張室（62）が連通路（70）及び溝状通路（69）を介して流入ポート（36
）に連通された状態となっており、高圧冷媒が膨張室（62）の高圧側へ流入する。つまり
、膨張室（62）への高圧冷媒の導入は、シャフト（45）の回転角度が０°から４５°に至
るまでの間に開始される。
【００９９】
　シャフト（45）の回転角度が９０°の時点では、図３，図６に示すように、依然、膨張
室（62）が連通路（70）及び溝状通路（69）を介して流入ポート（36）に連通された状態
となっている。このため、シャフト（45）の回転角度が４５°から９０°に至るまでの間
は、膨張室（62）の高圧側へ高圧冷媒が流入し続ける。
【０１００】
　シャフト（45）の回転角度が１３５°の時点では、図３，図７に示すように、大径偏心
部（46）の連通路（70）が溝状通路（69）及び流入ポート（36）の両方から外れた状態と
なる。この時点において、膨張室（62）は流入ポート（36）から遮断された状態となって
おり、高圧冷媒は膨張室（62）へ流入しない。したがって、膨張室（62）への高圧冷媒の
導入は、シャフト（45）の回転角度が９０°から１３５°に至るまでの間に終了する。
【０１０１】
　膨張室（62）への高圧冷媒の導入が終了した後は、膨張室（62）の高圧側が閉空間とな
り、そこへ流入した冷媒が膨張する。つまり、図３や図８～図１１の各図に示すように、
シャフト（45）が回転して膨張室（62）における高圧側の容積が増大してゆく。また、そ
の間、流出ポート（37）に連通する膨張室（62）の低圧側からは、膨張後の低圧冷媒が流
出ポート（37）を通じて排出され続ける。
【０１０２】
　膨張室（62）における冷媒の膨張は、シャフト（45）の回転角度が３１５°から３６０
°に至るまでの間において、ピストン（65）におけるシリンダ（61）との接触部分が流出
ポート（37）に達するまで続く。そして、ピストン（65）におけるシリンダ（61）との接
触部分が流出ポート（37）を横切ると、膨張室（62）が流出ポート（37）と連通され、膨
張した冷媒の排出が開始される。
【０１０３】
　以上のような膨張機構（60）の動作時において、上記冷媒回路（20）における冷房運転
と暖房運転の切り換え、あるいは外気温度の変化などにより、冷凍サイクルの低圧圧力が
上昇することがある。このような条件下では、膨張室（62）で膨張された冷媒の圧力（図
１１(Ａ)における低圧冷媒の圧力）が、冷凍サイクルの低圧圧力よりも小さくなり、低圧
冷媒の排出時に過膨張損失が生じてしまう。そこで、本実施形態の膨張機構（60）におい
ては、上記制御手段（74）が、上記センサ（74a,74b,74c）により検出される圧力に基づ
いて以下のような運転制御を行う。
【０１０４】
　具体的に、例えば低圧圧力センサ（74b）と過膨張圧力センサ（74c）との差圧が所定値
より大きくなると、連絡管（72）の電動弁（73）が所定開度に開放される。その結果、流
入ポート（36）より分岐された高圧冷媒が連絡管（72）を流通する。そして、電動弁（73
）を通過した高圧冷媒が逆止弁（80）に至る。
【０１０５】
　高圧冷媒が逆止弁（80）に至ると、図１２(Ａ)に示すように、逆止弁（80）の弁体（81
）がこの高圧冷媒によって膨張室（62）側に押圧される。その結果、弁座（84）から弁体
（81）が離れ、両者の間を高圧冷媒が通過する。そして、高圧冷媒は、支持台（81）の流
通孔（85）を通過した後、膨張室（62）内に導入される。その結果、膨張室（62）の冷媒
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圧力が上昇する。このため、膨張室（62）で膨張された冷媒の圧力と冷凍サイクルの低圧
圧力とがほぼ等しくなり、上述したような過膨張損失が低減される。
【０１０６】
　一方、冷媒回路（20）において理想状態の冷凍サイクルが行われている場合には、連絡
管（72）より膨張室（62）への高圧冷媒のインジェクションを行う必要がなく、膨張機構
（60）は通常の運転を行う。よって、この状態では連絡管（72）の電動弁（73）が全閉の
状態となる。その結果、逆止弁（80）の弁体（83）には、流入ポート（36）側からの高圧
冷媒の圧力が作用せず、弁体（83）は、図１２(Ｂ)に示すように、コイルバネ（82）の付
勢力によって弁座（84）に押し当てられた状態となる。したがって、膨張機構（60）の通
常運転時には、膨張室（62）から連絡管（72）側への冷媒の流出が、逆止弁（80）によっ
て抑止される。
【０１０７】
　　　－実施形態１の効果－
　以上説明したように、上記実施形態１によれば、膨張室（62）で過膨張が生じる条件に
おいて、連絡管（72）の電動弁（73）を所定開度に開放することで、流入ポート（37）か
ら分岐する高圧冷媒を連絡管（72）より膨張室（62）に導入するようにしている。よって
、膨張室（62）で膨張される冷媒の圧力を昇圧させ、過膨張を解消することができる。し
たがって、この膨張機の動力回収効率を向上させることができる。
【０１０８】
　一方、膨張機構（60）で理想的な膨張が行われ、電動弁（73）を閉じて運転を行う際に
は、逆止弁（80）が膨張室（62）から連絡管（72）側への冷媒の流出を防止するようにし
ている。このため、連絡管（72）における電動弁（73）から膨張室（62）までの間の容積
が膨張室（62）の死容積となり、その結果、図１４に示すように膨張行程における冷媒の
圧力が低下してしまうことを抑制できる。よって、従来のように連絡管（72）に逆止弁（
80）を設けない場合では、動力回収量が図１４のＳ１の面積となってしまうのに対し、本
発明のように連絡管（72）に逆止弁（80）を設けることで、動力回収量を図１４のＳ１＋
Ｓ２の面積とすることができる。すなわち、本発明の膨張機では、電動弁（13）を全閉の
状態とした通常運転時において、逆止弁（80）によって上述した死容積を抑えるようにし
ているので、このような通常運転時の動力回収効率を向上させることができる。
【０１０９】
　また、上記実施形態１では、逆止弁（80）をシリンダ（61）の内部に位置する連絡管（
72）で且つ膨張室（62）の近傍に配置している。よって、連絡管（72）の死容積を極力抑
えることができる。また、上記実施形態１では、電動弁（73）をシリンダ（61）の外部に
位置する連絡管（72）に設けている。よって、比較的構造が複雑となる電動弁（73）を膨
張機構（60）の外部より容易に交換、メンテナンスできる。
【０１１０】
　さらに、上記実施形態１では、膨張機構（60）を超臨界サイクルの膨張行程に利用する
ようにしている。ところで、超臨界サイクルの膨張行程では、膨張機へ流入する冷媒の圧
力が比較的高いため、膨張室（72）の死容積に起因して動力回収量が低下しやすくなる。
一方、本実施形態では、このような膨張室（72）の死容積を逆止弁（80）によって極力減
らすようにしているため、この膨張機の動力回収効率を効果的に向上させることができる
。
【０１１１】
　《発明の実施形態２》
　本発明の実施形態２は、実施形態１の流体機械において、図１５に示すように、膨張機
構（60）の連絡管（72）に、電動弁（73）でなく開閉可能な電磁弁（75）を設けた例であ
る。また、上記制御手段（74）は、膨張室（62）で過膨張が生じる条件で上記電磁弁（75
）を所定のタイミングで開閉するように構成されている。この実施形態２において、その
他の部分は、上記逆流防止機構も含めて実施形態１と同様に構成されている。
【０１１２】
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　この実施形態２においては、過膨張が発生したときには、連絡管（72）の電磁弁（75）
を所定のタイミングで開くことにより、膨張室（62）の冷媒の圧力を上昇させて過膨張の
状態を解消することができる。また、本実施形態２においても、電磁弁（75）が全閉の状
態となる通常運転時において、膨張室（62）から連絡管（72）への冷媒の流出を逆止弁（
80）によって防止できる。よって、本実施形態においても、膨張室（62）の死容積に起因
する動力回収効率の低下を抑制することができる。
【０１１３】
　《発明の実施形態３》
　本発明の実施形態３は、図１６に示すように、連絡管（72）に設ける流通制御機構とし
て、実施形態１の電動弁（73）や実施形態２の電磁弁（75）に代えて差圧弁（76）を用い
たものである。この差圧弁（76）は、膨張室（62）の膨張過程中間位置における流体の圧
力と流体流出側の圧力とに所定の差圧が生じたときに動作をするものであり、これらの圧
力が該差圧弁（76）に直接に作用する。また、実施形態３においても、上述と同様にして
逆流防止機構である逆止弁（80）が連絡管（72）に設けられている。
【０１１４】
　上記差圧弁（76）は、図１７に示すように、上記連絡管（72）の経路中に固定された弁
ケース（91）と、弁ケース（91）内に可動に設けられた弁体（92）と、弁体（92）を一方
向に付勢するバネ（93）（図１７(Ｂ）参照）とから構成されている。弁ケース（91）は
、上記弁体（92）をスライド可能に保持する収納凹部（91a）が形成された中空の部材で
あり、該収納凹部（91a）に連通する４つのポートを備えている。上記弁体（92）は、上
記連絡管（72）を閉鎖する閉鎖位置（図１７(Ａ)位置）と、該連絡管（92）を開放する開
放位置（図１７(Ｂ)位置）とに変位可能であり、上記バネ（93）によって開放位置から閉
鎖位置へ付勢されている。
【０１１５】
　上記連絡管（72）は、上記弁ケース（91）における弁体（92）の移動方向と交差する向
きで上記弁ケース（91）に固定されている。弁体（92）は、弁ケース（91）の収納凹部（
91a）に嵌合し、上記閉鎖位置と開放位置とにスライド可能に形成されている。また、弁
体（92）は、開放位置で上記連絡管（72）を開口し、閉鎖位置で該連絡管（72）を閉鎖す
る連通孔（92a）を有している。
【０１１６】
　上記弁ケース（91）には、膨張室（62）の膨張過程中間位置に連通する第１連通管（95
）と、流体流出側である流出ポート（37）に連通する第２連通管（96）とが接続されてい
る。第１連通管（95）は、バネ（93）と反対側の端部、つまり弁体（92）の開放位置側の
端部において、上記弁ケース（91）に接続され、膨張室（62）からの圧力Ｐ１を弁体（92
）に与える。また、第２連通管（96）は、バネ（83）側の端部、つまり弁体（92）の閉鎖
位置側の端部において、上記弁ケース（91）に接続され、流体流出側からの圧力Ｐ２（冷
凍サイクルの低圧圧力）を弁体（92）に与える。このことにより、膨張室（62）の圧力よ
りも流体流出側の圧力が上昇して、両圧力Ｐ１，Ｐ２の間に所定値より大きい差圧が生じ
たときには、上記差圧弁（76）が動作する。
【０１１７】
　この実施形態３において、例えば冷凍サイクルの低圧である流出ポート（37）の圧力Ｐ
２が膨張室（62）の圧力Ｐ１よりも大きくなり、両圧力Ｐ１，Ｐ２の差が所定値より大き
くなると、差圧弁（76）が開口する。よって、流入側の冷媒の一部が連絡管（72）を介し
て膨張室（62）に導入される。その結果、膨張室（62）の圧力が昇圧されて、過膨張が解
消される。
【０１１８】
　一方、膨張機構（60）が理想状態で運転を行っている場合、膨張機構（60）の流出ポー
ト（37）と膨張室（62）との間で実質的に差圧は発生せず、差圧弁（76）は閉じた状態と
なる。ここで、実施形態３においても、図１６に示すように、逆流防止機構である逆止弁
（80）が、膨張室（62）から連絡管（72）への冷媒の流出を防止している。よって、膨張
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室（62）の死容積を縮小させることができ、動力回収効率の高い運転を行うことができる
。
【０１１９】
　《発明の実施形態４》
　本発明の実施形態４は、上記実施形態１において膨張機構（60）の構成を変更したもの
である。具体的には、上記実施形態１の膨張機構（60）が揺動ピストン型に構成されてい
るのに対し、本実施形態の膨張機構（60）は、ローリングピストン型に構成されている。
ここでは、本実施形態の膨張機構（60）について、上記実施形態１と異なる点を説明する
。
【０１２０】
　図１８に示すように、本実施形態において、ブレード（66）は、ピストン（65）と別体
に形成されている。つまり、本実施形態のピストン（65）は、単純な円環状あるいは円筒
状に形成されている。また、本実施形態のシリンダ（61）には、ブレード溝（68）が形成
されている。
【０１２１】
　上記ブレード（66）は、シリンダ（61）のブレード溝（68）に、進退自在な状態で設け
られている。また、ブレード（66）は、図外のバネによって付勢され、その先端（図１８
における下端）がピストン（65）の外周面に押し付けられている。そして、図１９（逆流
防止機構（80）の図示省略）に順次示すように、シリンダ（61）内でピストン（65）が移
動しても、このブレード（66）は、ブレード溝（68）に沿って同図の上下に移動し、その
先端がピストン（65）と接した状態に保たれる。そして、ブレード（66）の先端をピスト
ン（65）の周側面に押し付けることで、膨張室（62）が高圧側と低圧側に仕切られる。
【０１２２】
　この実施形態４においても、流入ポート（36）と膨張室（62）の吸入／膨張過程内の位
置とが連絡管（72）により接続され、連絡管（72）には電動弁（73）が設けられている。
したがって、膨張機構（60）の過膨張時には、流入ポート（36）側の冷媒の一部を膨張室
（62）内に導入できるので、上記過膨張を解消できる。
【０１２３】
　さらに、この実施形態４においても、連絡管（72）における電動弁（73）よりも膨張室
（62）寄りに逆流防止機構である逆止弁（80）が設けられている。よって、電動弁（73）
が全閉の状態となる通常運転時において、膨張室（62）から連絡配管（72）側への冷媒の
流出を防止でき、膨張室（62）の死容積を縮小させることができる。よって、この膨張機
構（60）の動力回収効率を向上させることができる。
【０１２４】
　《発明の実施形態５》
　本発明の実施形態５は、上記実施形態１において膨張機構（60）の構成を変更したもの
である。具体的には、上記実施形態１の膨張機構（60）が揺動ピストン型に構成されてい
るのに対し、本実施形態の膨張機構（60）は、スクロール型に構成されている。また、上
記実施形態１の流体機械が、図２に示すように、左右方向に横長のいわゆる横型式であっ
たのに対し、本実施形態の流体機械は、実施形態１の流体機械を９０°回転させた（図２
において反時計回りに９０°回転させた）状態となる、上下方向に縦長な、いわゆる縦型
式のものである。ここでは、本実施形態の膨張機構（60）について、上記実施形態１と異
なる点を説明する。なお、図２０を参照しながらの以下の説明で用いる「上」「下」は、
それぞれ図２０における「上」「下」を意味する。
【０１２５】
　図２０に示すように、膨張機構（60）は、ケーシング（31）に固定された上部フレーム
（131）と、上部フレーム（131）に固定された固定スクロール（132）と、上部フレーム
（131）にオルダムリング（133）を介して保持された可動スクロール（134）とを備えて
いる。
【０１２６】
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　固定スクロール（132）は、平板状の固定側鏡板部（135）と、該固定側鏡板部（135）
の前面（同図における下面）に立設された渦巻壁状の固定側ラップ（136）とを備えてい
る。一方、可動スクロール（134）は、平板状の可動側鏡板部（137）と、該可動側鏡板部
（137）の前面（同図における上面）に立設された渦巻壁状の可動側ラップ（138）とを備
えている。膨張機構（60）では、固定スクロール（132）の固定側ラップ（136）と可動ス
クロール（134）の可動側ラップ（138）とが互いに噛み合うことで複数の流体室（膨張室
）（62a,62b）が形成されている（図２１参照）。具体的に、固定側ラップ（136）の内側
面と可動側ラップ（138）の外側面とに挟まれた空間が、第１の膨張室としてのＡ室（62a
）を構成している。一方、固定側ラップ（136）の外側面と可動側ラップ（138）の内側面
とに挟まれた空間が、第２の膨張室としてのＢ室（62b）を構成している。
【０１２７】
　図２０に示すように、シャフト（45）では、その上端にスクロール連結部（118）が形
成されている。このスクロール連結部（118）には、シャフト（45）の回転中心から偏心
した位置に連結孔（119）が形成されている。可動スクロール（134）では、可動側鏡板部
（137）の背面（図２０における下面）に連結軸（139）が突設されている。この連結軸（
139）は、スクロール連結部（118）の連結孔（119）に回転自在に支持されている。また
、シャフト（45）のスクロール連結部（118）は、上部フレーム（131）に回転自在に支持
されている。
【０１２８】
　また、固定スクロール（132）には、流入ポート（36）と流出ポート（37）とが形成さ
れている。流入ポート（36）は、固定側鏡板部（135）を厚さ方向へ貫通しており、その
下端が固定側ラップ（136）の巻き始め側端部の内側面の近傍に開口している。流出ポー
ト（37）は、固定側平板部を厚さ方向へ貫通しており、その下端が固定側ラップ（136）
の巻き終わり側端部の近傍に開口している。
【０１２９】
　さらに、固定スクロール（60）には、上記流入ポート（36）から分岐して上記膨張室（
62）に連通する連絡管（連絡配管）（72）が接続されている。具体的に、連絡管（72）は
、流入ポート（36）から分岐する主連絡管（72）と、該主連絡管（72）からさらに２つに
分岐する２つの連絡管（72a,72b）とで構成されている。
【０１３０】
　２つに分岐する連絡管（72a,72b）は、固定側鏡板部（135）を厚さ方向へ貫通している
。この２つの連絡管（72a,72b）のうち、上記Ａ室（62a）と連通する連絡管がＡ室用連絡
管（72a）を構成し、上記Ｂ室（62b）と連通する連絡管がＢ室用連絡管（72b）を構成し
ている。そして、固定側鏡板部（135）の前面では、固定側ラップ（62）に沿ってその巻
き始め端から約３６０°進んだ位置の外側面の近傍にＢ室用連絡管（72b）が、そこから
固定側ラップ（62）に沿って更に約１８０度進んだ位置の内側面の近傍にＡ室用連絡管（
72a）がそれぞれ開口している。
【０１３１】
　また、上記主連絡管（72）には、流入ポート（36）から上記膨張室（62）への高圧冷媒
の流量を調整する流通制御機構として電動弁（73）が設けられている。さらに、Ａ室用連
絡管（72a）及びＢ室用連絡管（72b）における膨張室（62）の近傍には、各連絡管（72a,
72b）よりも大径の空間がそれぞれ形成されている。そして、これらの空間には、逆流防
止機構として逆止弁（80）がそれぞれ設けられている。この逆止弁（80）は、いわゆるリ
ード弁によって構成されており、連絡管（72）から膨張室（62a,62b）への冷媒の流通を
許容する一方、膨張室（62a,62b）から連絡管（72）への冷媒の流通を禁止するように構
成されている。すなわち、両逆止弁（80）は、膨張室（62a,62b）から連絡管（72）側へ
の冷媒の流出を防止するように構成されている。
【０１３２】
　　　<膨張機構の動作>
　次に、膨張機構（60）の動作について、図２０及び図２２を参照しながら説明する。
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【０１３３】
　図２２では、固定側ラップ（136）の巻き始め側端部が可動側ラップ（138）の内側面に
接すると同時に可動側ラップ（138）の巻き始め側端部が固定側ラップ（136）の内側面に
接する状態を基準の０°としている。
【０１３４】
　流入ポート（36）へ導入された高圧冷媒は、固定側ラップ（136）の巻き始め近傍と可
動側ラップ（138）の巻き始め近傍に挟まれた１つの空間へ流入してゆき、それに伴って
可動スクロール（134）が公転する。可動スクロール（134）の公転角度が３６０°になる
と、Ａ室（62a）とＢ室（62b）と流入ポート（36）から遮断された閉空間となり、Ａ室（
62a）及びＢ室（62b）への高圧冷媒の流入が終了する。
【０１３５】
　その後、Ａ室（62a）及びＢ室（62b）の内部では冷媒が膨張してゆき、それに伴って可
動スクロール（134）が公転する。Ａ室（62a）及びＢ室（62b）の容積は、可動スクロー
ル（134）が移動するにつれて大きくなってゆく。そして、Ｂ室（62b）は、可動スクロー
ル（134）の公転角度が８４０°から９００°へ至る途中で流出ポート（37）に連通し、
その後はＢ室（62b）内の冷媒が流出ポート（37）へ送出されてゆく。一方、Ａ室（62a）
は、可動スクロール（134）の公転角度が１０２０°から１０８０°へ至る途中で流出ポ
ート（37）に連通し、その後はＡ室（62a）内の冷媒が流出ポート（37）へ送出されてゆ
く。
【０１３６】
　以上のような膨張機構（60）において、膨張室（62a,62b）が過膨張となる場合には、
図２０に示す主連絡管（72）の電動弁（73）が所定開度に開放される。その結果、流入ポ
ート（37）より主連絡管（72）に分岐された高圧冷媒がＡ室用連絡管（72a）を介してＡ
室（62a）に導入されると同時にＢ室用連絡管（72b）を介してＢ室（62b）に導入される
。そして、両膨張室（62a,62b）において膨張される冷媒が昇圧され、膨張室（62）にお
ける過膨張が解消される。
【０１３７】
　一方、膨張機構（60）で通常運転が行われる場合には、電動弁（73）が全閉の状態とな
る。ここで、Ａ室用連絡管（72a）及びＢ室用連絡管（72b）には逆止弁（80）がそれぞれ
設けられている。したがって、Ａ室（62a）及びＢ室（62b）の冷媒が連絡管（72）側に流
出してしまうことが防止される。よって、連絡管（72）における電動弁（73）からＡ室（
62a）までの空間、加えて連絡管（72）における電動弁（73）からＢ室（62b）までの空間
が各膨張室（62a,62b）の死容積となってしまうことが抑制される。したがって、実施形
態５においても、死容積に起因する膨張室内の圧力低下を抑制でき、この容積型膨張機の
動力回収効率を向上させることができる。
【０１３８】
　《発明の実施形態６》
　本発明の実施形態６は、上記実施形態１において膨張機構（60）の構成を変更したもの
である。具体的には、上記実施形態１の膨張機構（60）が１段の揺動ピストン型に構成さ
れているのに対し、本実施形態の膨張機構（60）は、２段の揺動ピストン型に構成されて
いる。また、上記実施形態１の流体機械が、図２に示すように、左右方向に横長のいわゆ
る横型式であったのに対し、本実施形態の流体機械は、実施形態１の流体機械を９０°回
転させた（図２において反時計回りに９０°回転させた）状態となる、上下方向に縦長な
、いわゆる縦型式のものである。ここでは、本実施形態の膨張機構（60）について、上記
実施形態１と異なる点を説明する。なお、図２３を参照しながらの以下の説明で用いる「
上」「下」は、それぞれ図２３における「上」「下」を意味する。
【０１３９】
　圧縮・膨張ユニット（30）のシャフト（45）には、その上端側に２つの大径偏心部（46
a,46b）が形成されている。各大径偏心部（46a,46b）は、主軸部（48）よりも大径に形成
されている。上下に並んだ２つの大径偏心部（46a,46b）のうち、下側のものが第１大径
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偏心部（46a）を構成し、上側のものが第２大径偏心部（46b）を構成している。第１大径
偏心部（46a）と第２大径偏心部（46b）とは、何れも同じ方向へ偏心している。第２大径
偏心部（46b）の外径は、第１大径偏心部（46a）の外径よりも大きくなっている。また、
主軸部（48）の軸心に対する偏心量は、第２大径偏心部（46b）の方が第１大径偏心部（4
6a）よりも大きくなっている。
【０１４０】
　膨張機構（60）は、いわゆる２段式の揺動ピストン型の流体機械である。この膨張機構
部（60）には、対になったシリンダ（61a,61b）及びピストン（65a,65b）が二組設けられ
ている。また、膨張機構（60）には、フロントヘッド（63）と、中間プレート（101）と
、リアヘッド（64）とが設けられている。
【０１４１】
　上記膨張機構（60）では、図２３における下から上へ向かって順に、フロントヘッド（
63）、第１シリンダ（61a）、中間プレート（101）、第２シリンダ（61b）、リアヘッド
（64）が積層された状態となっている。この状態において、第１シリンダ（61a）は、そ
の下側端面がフロントヘッド（63）により閉塞され、その上側端面が中間プレート（101
）により閉塞されている。一方、第２シリンダ（61b）は、その下側端面が中間プレート
（101）により閉塞され、その上側端面がリアヘッド（64）により閉塞されている。また
、第２シリンダ（61b）の内径は、第１シリンダ（61a）の内径よりも大きくなっている。
さらに第２シリンダ（61b）の上下方向における厚み寸法は、第１シリンダ（61a）の厚み
寸法よりも大きくなっている。
【０１４２】
　上記シャフト（45）は、積層された状態のフロントヘッド（63）、第１シリンダ（61a
）、中間プレート（101）、第２シリンダ（61b）、及びリアヘッド（64）を貫通している
。また、シャフト（45）は、その第１大径偏心部（46a）が第１シリンダ（61a）内に位置
し、その第２大径偏心部（46b）が第２シリンダ（61b）内に位置している。
【０１４３】
　図２４及び図２５に示すように、第１シリンダ（61a）内には第１ピストン（65a）が、
第２シリンダ（61b）内には第２ピストン（65b）がそれぞれ設けられている。第１及び第
２ピストン（65a,65b）は、何れも円環状あるいは円筒状に形成されている。第１ピスト
ン（65a）の外径と第２ピストン（65b）の外径とは、互いに等しくなっている。第１ピス
トン（65a）の内径は第１大径偏心部（46a）の外径と、第２ピストン（65b）の内径は第
２大径偏心部（46b）の外径とそれぞれ概ね等しくなっている。そして、第１ピストン（6
5a）には第１大径偏心部（46a）が、第２ピストン（65b）には第２大径偏心部（46b）が
それぞれ貫通している。
【０１４４】
　上記第１ピストン（65a）は、その外周面が第１シリンダ（61a）の内周面に、一方の端
面がフロントヘッド（63）に、他方の端面が中間プレート（101）にそれぞれ摺接してい
る。第１シリンダ（61a）内には、その内周面と第１ピストン（65a）の外周面との間に膨
張室の一部である第１流体室（62a）が形成される。
【０１４５】
　一方、上記第２ピストン（65b）は、その外周面が第２シリンダ（61b）の内周面に、一
方の端面がリアヘッド（64）に、他方の端面が中間プレート（101）にそれぞれ摺接して
いる。第２シリンダ（61b）内には、その内周面と第２ピストン（65b）の外周面との間に
膨張室の一部である第２流体室（62b）が形成される。
【０１４６】
　上記第１及び第２ピストン（65a,65b）のそれぞれには、ブレード（66a,66b）が１つず
つ一体に設けられている。ブレード（66a,66b）は、ピストン（65a,65b）の半径方向へ延
びる板状に形成されており、ピストン（65a,65b）の外周面から外側へ突出している。
【０１４７】
　上記各シリンダ（61a,61b）には、一対のブッシュ（67a,67b）が一組ずつ設けられてい
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る。各ブッシュ（67a,67b）は、内側面が平面となって外側面が円弧面となるように形成
された小片である。一対のブッシュ（67a,67b）は、ブレード（66a,66b）を挟み込んだ状
態で設置されている。各ブッシュ（67a,67b）は、その内側面がブレード（66a,66b）と、
その外側面がシリンダ（61a,61b）と摺動する。そして、ピストン（65a,65b）と一体のブ
レード（66a,66b）は、ブッシュ（67a,67b）を介してシリンダ（61a,61b）に支持され、
シリンダ（61a,61b）に対して回動自在で且つ進退自在となっている。
【０１４８】
　第１シリンダ（61a）内の第１流体室（62a）は、第１ピストン（65a）と一体の第１ブ
レード（66a）によって仕切られており、図２５における第１ブレード（66a）の左側が高
圧側の第１高圧室（102a）となり、その右側が低圧側の第１低圧室（103a）となっている
。第２シリンダ（61b）内の第２流体室（62b）は、第２ピストン（65b）と一体の第２ブ
レード（66b）によって仕切られており、図２５における第２ブレード（66b）の左側が高
圧側の第２高圧室（102b）となり、その右側が低圧側の第２低圧室（103b）となっている
。
【０１４９】
　図２３に示すように、上記第１シリンダ（61a）には、流入ポート（36）が接続されて
いる。この流入ポート（36）はフロントヘッド（63）に形成されており、導入通路を構成
している。この流入ポート（36）の終端は、第１シリンダ（61a）の内周面のうち、図２
４におけるブッシュ（67a）のやや左側の箇所に開口している。そして、流入ポート（36
）は、第１高圧室（102a）（即ち第１流体室（62a）の高圧側）と連通可能となっている
。一方、上記第２シリンダ（61b）には、流出ポート（37）が形成されている。流出ポー
ト（37）は、第２シリンダ（61b）の内周面のうち、図２４におけるブッシュ（67b）のや
や右側の箇所に開口している。そして、流出ポート（37）は、第２低圧室（103b）（即ち
第２流体室（62b）の低圧側）と連通可能となっている。
【０１５０】
　上記中間プレート（101）には、連通路（70）が形成されている。この連通路（70）は
、中間プレート（101）を貫通するように形成されている。中間プレート（101）における
第１シリンダ（61a）側の面では、第１ブレード（66a）の右側の箇所に連通路（70）の一
端が開口している。中間プレート（101）における第２シリンダ（66b）側の面では、第２
ブレード（66b）の左側の箇所に連通路（64）の他端が開口している。そして、連通路（7
0）は、図示しないが中間プレート（101）の厚み方向に対して斜めに延びており、第１低
圧室（103a）（即ち第１流体室（62a）の低圧側）と第２高圧室（102b）（即ち第２流体
室（62b）の高圧側）の両方に連通可能となっている。
【０１５１】
　さらに、第１シリンダ（61a）には、図２３及び図２４に示すような連絡管（72）が接
続されている。連絡管（72）は、流入ポート（36）より分岐しており、膨張室の一部であ
る第１流体室（62a）と連通している。この連絡管（72）は、フロントヘッド（63）の内
部に形成されており、ケーシング（31）の外周よりシャフト（45）に向かって延びた後、
上方向に屈曲し、その終端の開口が第１シリンダ（61a）の内部に臨んでいる。この連絡
管（72）の開口は、第１シリンダ（61a）における上記連通路（64）の一方の開口の近傍
に位置している。
【０１５２】
　また、この連絡管（72）には、上記実施形態と同様、流通制御機構としての電動弁（73
）と、逆流防止機構としての逆止弁（80）が設けられている。電動弁（73）は、その開度
を調整することにより、上記連絡管（72）より第１流体室（62a）に導入される冷媒の流
量を調整可能に構成されている。一方、逆止弁（80）は、連絡管（72）における第１シリ
ンダ（61a）の近傍で、該連絡管（72）の屈曲した部分に設けられている。そして、逆止
弁（80）は、膨張室の一部である第１流体室（62a）から連絡管（72）側への冷媒の流出
を防止するように構成されている。
【０１５３】
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　　　〈膨張機構の動作〉
　次に、実施形態６の膨張機構（60）の動作について説明する。
【０１５４】
　先ず、第１シリンダ（61a）の第１高圧室（102a）へ高圧冷媒が流入する過程について
、図２５を参照しながら説明する。なお、図２５では、連絡管（72）、電動弁（73）、及
び逆止弁（80）の図示を省略している。
【０１５５】
　回転角が０°の状態からシャフト（45）が僅かに回転すると、第１ピストン（65a）と
第１シリンダ（61a）の接触位置が流入ポート（36）の開口部を通過し、流入ポート（36
）から第１高圧室（102a）へ高圧冷媒が流入し始める。その後、シャフト（45）の回転角
が９０°,１８０°,２７０°と次第に大きくなるにつれて、第１高圧室（102a）へ高圧冷
媒が流入してゆく。この第１高圧室（102a）への高圧冷媒の流入は、シャフト（45）の回
転角が３６０°に達するまで続く。
【０１５６】
　次に、膨張機構（60）において冷媒が膨張する過程について、同図を参照しながら説明
する。回転角が０°の状態からシャフト（45）が僅かに回転すると、第１低圧室（103a）
と第２高圧室（102b）の両方が連通路（70）と連通状態になり、第１低圧室（103a）から
第２高圧室（102b）へと冷媒が流入し始める。その後、シャフト（45）の回転角が９０°
,１８０°,２７０°と次第に大きくなるにつれ、第１低圧室（103a）の容積が次第に減少
すると同時に第２高圧室（102b）の容積が次第に増加し、結果として膨張室（62）の容積
が次第に増加してゆく。この膨張室（62）の容積増加は、シャフト（45）の回転角が３６
０°に達する直前まで続く。そして、膨張室（62）の容積が増加する過程で膨張室（62）
内の冷媒が膨張し、この冷媒の膨張によってシャフト（45）が回転駆動される。このよう
に、第１低圧室（103a）内の冷媒は、連通路（70）を通って第２高圧室（102b）へ膨張し
ながら流入してゆく。
【０１５７】
　続いて、第２シリンダ（61b）の第２低圧室（103b）から冷媒が流出してゆく過程につ
いて、同図を参照しながら説明する。第２低圧室（103b）は、シャフト（45）の回転角が
０°の時点から流出ポート（37）に連通し始める。つまり、第２低圧室（103b）から流出
ポート（37）へと冷媒が流出し始める。その後、シャフト（45）の回転角が９０°,１８
０°,２７０°と次第に大きくなってゆき、その回転角が３６０°に達するまでの間に亘
って、第２低圧室（103b）から膨張後の低圧冷媒が流出してゆく。
【０１５８】
　以上のような膨張機構（60）において、膨張室（62）が過膨張となる場合には、図２４
連絡管（72）の電動弁（73）が所定開度に開放される。その結果、流入ポート（37）より
連絡管（72）に分岐された高圧冷媒が第１シリンダ（61a）の第１低圧室（103a）に導入
される。そして、第１低圧室（103a）から第２高圧室（102b）において膨張される冷媒が
昇圧され、膨張室（62）における過膨張が解消される。
【０１５９】
　一方、膨張機構（60）で通常運転が行われる場合には、電動弁（73）が全閉の状態とな
る。ここで、上記実施形態と同様、連絡管（72）には逆止弁（80）が設けられている。よ
って、第１流体室（62a）から連絡管（72）側に冷媒が流出することが防止される。この
ため、連絡管（72）における電動弁（73）から第１流体室（62a）までの空間が膨張室（6
2）の死容積となってしまうことが抑制される。したがって、実施形態６においても、死
容積に起因する膨張室（62）内の圧力低下を抑制でき、この容積型膨張機の動力回収効率
を向上させることができる。
【０１６０】
　《その他の実施形態》
　本発明は、上記実施形態について、以下のような構成としてもよい。
【０１６１】
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　上記各実施形態では、膨張機構（60）と圧縮機構（50）と電動機（40）とを１つのケー
シング（31）内に備えた圧縮・膨張ユニット（30）について説明したが、本発明は、圧縮
機と別体に形成した膨張機に適用してもよい。
【０１６２】
　また、上記実施形態１では、逆流防止機構（80）として図１２に示すような逆止弁を設
けるようにしている。しかしながら、逆流防止機構（80）として例えば実施形態５と同様
図２６に示すようなリード弁からなる逆止弁を用いるようにしてもよい。また、例えば連
絡管（72）をフロントヘッドやリアヘッドに形成する場合には、実施形態６と同様に図２
７に示すような逆止弁を用いるようにしてもよい。以上のように、逆流防止機構（80）の
構成は、膨張機構（60）や連絡管（72）の形状に応じて如何なる構成としてもよい。
【０１６３】
　また、上記実施形態では、流通制御機構（73,75,76）と逆流防止機構（80）とを別体で
構成している。しかしながら、逆流防止機構（80）は、流通制御機構を兼ねるように構成
してもよい。具体的には、例えば図２８に示すように、連絡通路（72）における膨張室（
62）の近傍において、実施形態１の逆止弁の代わりに電動弁（80）を配置する一方、図４
に示すような電動弁（73）を省略した構成としてもよい。この構成においては、逆流防止
機構（80）としての電動弁の開度が所定開度に開放されることで、連絡管（72）から膨張
室（62）への冷媒量を調整して過膨張を解消できる。一方、逆流防止機構（80）としての
電動弁を遮断することで、連絡管（72）から膨張室（62）への冷媒の供給が停止され、通
常の運転が行われる。ここで、逆流防止機構（80）としての電動弁が閉じた場合には、膨
張室（62）から連絡管（72）への冷媒の流出が防止されるため、膨張室（62）の死容積を
効果的に減少させることができる。よって、この形態においても、死容積に起因する動力
回収効率の低下を抑制することができる。また、この構成では、一つの部品によって流通
制御機構と逆流防止機構の双方の機能を得ることができるため、この膨張機構（60）の部
品点数を減らすことができる。
【産業上の利用可能性】
【０１６４】
　以上説明したように、本発明は、高圧流体が膨張することにより動力を発生させる膨張
機構を備えた容積型膨張機と、この膨張機を備えた流体機械について有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１６５】
【図１】実施形態１における空調機の配管系統図である。
【図２】実施形態１における圧縮・膨張ユニットの概略断面図である。
【図３】膨張機構の動作を示す概略断面図である。
【図４】シャフトの回転角度０°又は３６０°での実施形態１における膨張機構の要部を
示す概略断面図である。
【図５】シャフトの回転角度４５°での実施形態１における膨張機構の要部を示す概略断
面図である。
【図６】シャフトの回転角度９０°での実施形態１における膨張機構の要部を示す概略断
面図である。
【図７】シャフトの回転角度１３５°での実施形態１における膨張機構の要部を示す概略
断面図である。
【図８】シャフトの回転角度１８０°での実施形態１における膨張機構の要部を示す概略
断面図である。
【図９】シャフトの回転角度２２５°での実施形態１における膨張機構の要部を示す概略
断面図である。
【図１０】シャフトの回転角度２７０°での実施形態１における膨張機構の要部を示す概
略断面図である。
【図１１】シャフトの回転角度３１５°での実施形態１における膨張機構の要部を示す概
略断面図である。
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【図１２】実施形態１の逆流防止機構の要部拡大断面図である。設計圧力での運転条件で
の膨張室の容積と圧力との関係を示すグラフである。
【図１３】理想状態における膨張室の容積と圧力との関係を示すグラフである。
【図１４】連絡通路に死容積が形成された場合における膨張室の容積と圧力との関係を示
すグラフである。
【図１５】実施形態２における膨張機構の要部を示す概略断面図である。
【図１６】実施形態３における膨張機構の要部を示す概略断面図である。
【図１７】実施形態３における差圧弁の構造と動作を示す概略断面図である。
【図１８】実施形態４における膨張機構の要部を示す概略断面図である。
【図１９】実施形態４の膨張機構の動作を示す概略断面図である。
【図２０】実施形態５の膨張機構の要部を示す概略断面図である。
【図２１】実施形態５の膨張機構の内部構造を示す概略構成図である。
【図２２】実施形態５の膨張機構の動作を示す概略断面図である。
【図２３】実施形態６の膨張機構の要部を示す概略断面図である。
【図２４】実施形態６の膨張機構の内部を示す概略断面図である。
【図２５】実施形態６の膨張機構の動作を示す概略断面図である。
【図２６】その他の実施形態の逆流防止機構の第１の例を示す概略断面図である。
【図２７】その他の実施形態の逆流防止機構の第２の例を示す概略断面図である。
【図２８】その他の実施形態の逆流防止機構の第３の例を示す概略断面図である。
【符号の説明】
【０１６６】
（10）　　空調機
（20）　　冷媒回路
（30）　　圧縮・膨張ユニット（流体機械）
（31）　　ケーシング
（40）　　電動機
（50）　　圧縮機
（60）　　膨張機構（容積型膨張機）
（61）　　シリンダ
（62）　　膨張室
（72）　　連絡管（連絡通路）
（73）　　電動弁（流通制御機構）
（75）　　電磁弁（流通制御機構）
（76）　　差圧弁（流通制御機構）
 (80)     逆止弁（逆流防止機構）
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